
災害時等における施設利用の協力に関する協定（案） 

 
 横浜市緑区（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）との間において、

次のとおり協定を締結する。 
（趣旨） 

第１条 この協定は、横浜市内に地震若しくは風水害その他の災害等が発生した又は発生

するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に、乙が管理する施設（以下「施

設」という。）を利用して、横浜市防災計画（以下「防災計画」という。）に基づく補完

施設を開設及び運営するために必要な事項を定めるものとする。 
（補完施設） 

第２条 この協定における補完施設とは、次に掲げる場合の補完的避難場所として、あら

かじめ災害時等における用途を特定せず、柔軟に活用する施設とする。 
  (1) 避難者が多数で地域防災拠点だけでは収容しきれない場合 

  (2)  避難者が少数で地域防災拠点に避難所を開設するまでに至らない場合 

   (3)  地域防災拠点又は社会福祉施設では要援護者の受入が不十分な場合 

   (4)  その他甲が特別に認める場合 

（対象施設） 
第３条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。 
 所在地  横浜市緑区長津田二丁目１番３号 
 施設名  横浜市緑区民文化センター 

（協力要請） 
第４条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を補完施設として利用する必要があると

きは、乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、災害時等において緊急に対応すること

が必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき、前条で規定する施設を開放

し、甲に協力する。 
（連絡体制） 

第５条 前条で規定する甲の要請は、施設を所管する区局の長の名により当該施設の施設

長に対して行う。 
２ 前項の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。 

（協力体制） 
第６条 乙は、あらかじめ協力内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしておくも

のとする。 
２ 前項の内容に変更が生じた場合、乙は、甲に報告するものとする。 
（発災時の対応） 

第７条 乙は、災害時等において速やかに、補完施設としての機能を果たせるよう施設の

開錠など必要な措置を講じるものとする。 



２ 乙は、前項で定める措置を行ったのち、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、補完

施設の開設及び運営に協力するものとする。 
３ 災害時等に、甲が補完施設として開設した施設の管理運営は、必要に応じ職員を派遣

するなどして、甲が責任をもってあたるものとする。 
４ 甲の職員到着までは、施設の管理運営については乙が責任をもってあたるものとする。 
５ 補完施設の管理運営について応援が必要な場合は、甲の要請又は乙の状況判断により、

乙は可能な限り甲に協力するものとする。 
６ 施設が補完施設として開設されている間は、甲は必要に応じた範囲内で一般利用の制

限を行うものとする。乙は、甲に協力して一般利用者への連絡・周知を行うものとする。 
７ 補完施設の閉鎖については、復旧状況等を考慮し、甲が決定するものとする。 
 （経費の負担） 
第８条 前条の措置に伴う損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担する

ことを原則として、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、災害救助法（昭和 22

年法律第 118 号）が適用された場合は、甲が負担する。その場合の負担額は、災害救助

法施行細則による救助の程度等（昭和 40年神奈川県告示第 561号）に定めるところによ

る。 
（備蓄及び訓練等） 

第９条 乙は、横浜市震災対策条例（平成 25年２月横浜市条例第４号）第８条に定める事

業者としての基本的責務として、事業者自らの負担と責任において、その管理する施設

及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパック等の備蓄、消火、

救出救助等のための資材及び機材の整備その他の震災対策の推進を図らなければならな

い。 
２ 乙は、前項に定めるものに加え、甲が準備する補完施設用の物資の備蓄に努め、また、

訓練等に対し積極的に協力するよう努めなければならない。 
３ 乙は、その能力を活用して積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めなけ

ればならない。 
４ 乙は、施設の職員等が災害時等の対応に関する知識又は技術を習得できるように、防

災訓練等に参加する機会を提供するよう努めなければならない。 
 （補償等） 
第 10条 横浜市震災対策条例（平成 25年２月横浜市条例第４号）第 36条に基づき、横浜

市長は、本協定に係る業務に従事した者が、その業務に起因して死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、労働者災害補償保険法（昭

和 22 年法律第 50 号）その他の法令等の規定による補償等が行われるときを除き、当該

業務に従事した者に、横浜市消防団員等公務災害等補償条例（平成９年 10月横浜市条例

第 60号）中応急措置従事者に係る補償の規定を適用するとした場合の補償の額を限度と

して、補償を行うことができる。 



２ 横浜市震災対策条例（平成 25 年２月横浜市条例第４号）第 36 条に基づき、横浜市長

は、本協定に係る業務に従事した者が、その業務を遂行するに当たり他人に損害を与え

た場合（当該損害が当該業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合を除く。）に

おいて必要があると認めるときは、当該業務に従事した者に代わって、その者が負うべ

き損害賠償の責任の限度において賠償を行うことができる。 

（その他） 
第 11条 本協定に定めるもののほか、本協定の実施について必要な事項は、その都度甲乙

両者が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 
第 12 条 この協定書の有効期間は、平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までとす

る。 
 
 本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自１通を保

有する。 

 

 

平成〇〇年〇〇月〇〇日 

 

甲 住所   横浜市中区港町１丁目１番地 

横浜市 

横浜市緑区長 ○○ ○○      印 

 

乙 住所    ○○○○○○○○○○○○○ 
   事業者名  ○○○○ 

代表者名  ○○○○ ○○ ○○  印 


